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第１章 武蔵野市第４期健康福祉総合計画の策定にあたって 

第１節 計画策定の背景 

第１項 国の動き 

 

 

 

 

 

 

 

第２項 市の動き 

１ 計画策定の経緯 

 

年度 最近の主な動き 

平成 12年（2000年） 「武蔵野市高齢者福祉総合条例」を制定 

平成 15年（2003年） 高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画、障害者計画を「武蔵野

市福祉３計画」として一体的に策定し、いち早く福祉分野の総合

的な取り組みを進める。 

平成 24年（2012年） 武蔵野市第五期長期計画に「地域リハビリテーション」の理念を

掲げる。 

平成 24年（2012年） 「武蔵野市第２期健康福祉総合計画」において、健康・福祉分野

の４つの個別計画を横断的にとらえ、総合的な取り組みを積極的

に進める。 

平成 25年（2013年） 武蔵野市地域包括ケアシステム検討委員会を設置 

武蔵野市の地域包括ケアシステムを「武蔵野市における 2025 年に

向けた“まちぐるみの支え合いの仕組みづくり”」とし、「地域リ

ハビリテーション」の理念に基づき、「武蔵野市高齢者福祉総合条

例」の総合的な施策体系を基礎とした、2025 年に向けた包括的、

総合的なサービス提供を基本的方向性とした。 

平成 28年（2015年） 市民の支え合いによる「いきいきサロン事業」の開始 

避難行動要支援体制の充実、生活支援コーディネーターの全在宅

介護支援・地域包括支援センターへの設置、地域ケア会議の実

施、障害者の地域生活拠点の整備、医療ビジョンの策定、妊娠か

ら乳児・幼児まで切れ目のない支援である「ゆりかごむさしの」

の実施など、様々な包括的、総合的な取り組みを進める。 

平成 30年（2018年） 「武蔵野市第３期健康福祉総合計画」を策定 

第五期長期計画の重点施策「地域リハビリテーション」を基本理

念に、「誰もが いきいきと 安心して 住み続けられる 支え合

いのまち」を総合目標として掲げ、他分野の計画と連携しながら

健康福祉分野の施策を総合的・横断的に進める。 

令和元年（2019年） 武蔵野市第六期長期計画を策定 

本計画では、相談支援ネットワークの連携強化を図りつつ、まち

ぐるみの支え合いの仕組みづくり（武蔵野市版地域包括ケアシス

テム）を市民と行政とのが一体となって進めていく。 

各専門部会で報告 

更新中 

第３回専門部会で提示 
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２ 重層的な支援体制に向けた市の取組み 

 

 

【相談支援】※要確認 

分野 取組み 

地域福祉 福祉総合相談窓口 

高齢・介護 地域包括支援センター 

障害福祉 地域活動支援センター 

相談支援事業所 

健康  

 

【参加支援】※要確認 

分野 取組み 

地域福祉  

高齢・介護  

障害福祉  

健康  

 

【地域づくり】※要確認 

分野 取組み 

地域福祉  

高齢・介護  

障害福祉  

健康  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

分野別に関連する取組みを記載予定 
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第２節 計画の位置づけ 

第４期健康福祉総合計画では、健康・福祉施策を一体的に実施するため、健康福祉分野の地域

福祉計画、高齢者福祉計画・介護保険事業計画、障害者計画・障害者福祉計画・障害児福祉計画、

健康推進計画・食育推進計画・自殺総合対策計画を策定します。 

今回の健康福祉総合計画・地域福祉計画の改定に合わせて、成年後見制度利用促進計画の改定

と再犯防止推進計画の策定を一体的に行います。 

４つの個別計画を総合的に見渡す視座から健康福祉施策を総合的に推進する視点を明確にする

とともに、複数の個別計画にまたがる課題や、各個別計画に共通し、かつ総合的に取り組むこと

で個別計画の施策推進において相乗効果が得られると見込まれる課題を重点課題として抽出し、

その課題への取組の仕組みづくり及びその推進を担います。 

 

 

図表 1-1-1 武蔵野市第４期健康福祉総合計画・個別計画 策定イメージ  

 

 

 

図表 1-1-3 各計画策定における法令の根拠 

地域福祉計画 社会福祉法第 107条 

成年後見制度利用促進基本計画 成年後見制度利用促進法第 14条 

再犯防止推進計画 再犯防止推進法第８条 

高齢者福祉計画 老人福祉法第 20条の８ 

介護保険事業計画 介護保険法第 117条 

障害者計画 障害者基本法第 11条 

障害福祉計画 障害者総合支援法第 88条 

障害児福祉計画 児童福祉法第 33条の 20 

健康推進計画 健康増進法第８条 
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食育推進計画 食育基本法第 18条 

自殺総合対策計画 自殺対策基本法第 13条の２ 

国民健康保険データヘルス計画 国民健康保険法に基づく保健事業

の実施等に関する指針 

特定健康診査等実施計画 高齢者の医療の確保に関する法律

（第 19条） 
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第３節 計画の期間 

本計画の計画期間は、中・長期的な視野に立った健康・福祉の施策を考える観点から、令和６

年度(2024年度)から令和11年度(2029年度)までの６年とします。 

なお、高齢者計画のうち介護保険事業計画と、障害者計画のうち障害福祉計画・障害児福祉計

画については、３年で見直しをすることが法令で規定されているため、令和８年度(2020年度)に

改定を行います。その際、関連する計画で見直しが必要になった場合は、合わせて見直しを行い

ます。 

図表 1-1-4 見直しのスケジュール（案） 

令和３ 
(2021)
年度 

令和４ 
(2022)
年度 

令和５ 
(2023)
年度 

令和６ 
(2024)
年度 

令和７ 
(2025)
年度 

令和８ 
(2026)
年度 

令和９ 
(2027)
年度 

令和 10 
(2028)
年度 

令和 11 
(2029)
年度 

         

第六期長期計画 

（令和２～11年度） 
         

 
第六期長期計画・調整計画 

（令和６～10年度） 
 

         

 
第七期長期計画 

（令和 10～19年度） 
         

第３期健康福祉総合計画 

第５期地域福祉計画 
第４期健康福祉総合計画 

第６期地域福祉計画 

第２期成年後見制度利用促進基本計画 

再犯防止推進計画 
成年後見制度 

利用促進基本計画 

         

高齢者福祉計画 

第８期介護保険事業計画 

高齢者福祉計画 

第９期介護保険事業計画 

高齢者福祉計画 

第 10期介護保険事業計画 
         

障害者計画・ 

第６期障害福祉計画 

第２期・障害児福祉計画 

障害者計画・ 

第７期障害福祉計画 

第３期障害児福祉計画 

障害者計画・ 

第８期障害福祉計画 

第４期障害児福祉計画 
         

第３期健康推進計画・ 
食育推進計画 第４期健康推進計画・食育推進計画・ 

自殺総合対策計画 
自殺総合対策計画 

         

 ▲                    ▲                   ▲ 

一体的に改定               見直し             一体的に改定 

 
         

国民健康保険データヘルス計画・

第３期武蔵野市特定健康診査等 

実施計画 

第２期国民健康保険データヘルス計画・ 

第４期特定健康診査等実施計画 

  
▲ 

改定 
  

▲ 

中間評価 
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第４節 計画策定の体制及び過程 

本計画の策定にあたっては、地域福祉計画、高齢者福祉計画・介護保険事業計画、障害者計

画・障害福祉計画・障害児福祉計画、健康推進計画・食育推進計画・自殺総合対策計画を総合的

に策定するため、以下のとおり体制を整備し、策定を行いました。 

 

第１項 武蔵野市健康福祉施策推進審議会および４つの個別計画の専門部会を設置 

今回、健康福祉施策を進めるにあたり、計画策定から進捗状況の把握、評価までを分野横断的、

一体的に審議することができるよう、武蔵野市健康福祉施策推進審議会を新たな会議体として設

置しました。審議会に健康福祉総合計画・地域福祉計画専門部会、高齢者福祉計画・介護保険事

業計画専門部会、障害者計画・障害福祉計画専門部会、健康推進計画・食育推進計画・自殺総合

対策計画専門部会の４つの専門部会を設置し、各個別計画案を作成、審議会へ報告します。報告

を受けて、中間のまとめ及び答申の際に審議会を開催し、地域福祉や高齢者福祉、介護保険、障

害者（児）福祉、保健医療、健康増進及び食育推進等に係る計画の策定及び評価に関する事項を

審議します。 

 

図表1-1-7 各協議体と委員数について 

委員会名 委員数 

（市民公募委員数） 

武蔵野市健康福祉施策推進審議会※① 12名（１名） 

健康福祉総合計画・地域福祉計画 専門部会※② 12名（１名） 

高齢者福祉計画・介護保険事業計画 専門部会※② 11名（2名） 

障害者計画・障害福祉計画 専門部会※② 15名（1名） 

健康推進計画・食育推進計画 専門部会※② 14名（1名） 
※根拠：①武蔵野市健康福祉施策推進審議会設置条例 

②武蔵野市第４期健康福祉総合計画・第６期地域福祉計画専門部会等設置要綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２項 実態調査の実施 

地域福祉、市民の健康、高齢者、障害者などの実態を把握し、より適切で効果的な施策を検討

するため、次のとおり実施しました。調査結果は、各専門部会に報告するとともに、データにつ

いては今後の事業を検討するための参考資料としました。 

 

記載項目と内容を検討中 

第３回専門部会で提示 
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図表1-1-5 各種実態調査について 

調査名 調査時期 調査者数 

有効回答数

等 

（回収率） 

関連

する

計画 

地域福祉に関するアン

ケート調査 
令和４(2022)年12月 2,000人 

854人 

（42.7％） 

地域 

高齢者の介護予防・日

常生活アンケート 
令和４(2022)年12月 1,500人 

978人 

（65.2％） 

高齢 

要介護高齢者・家族等

介護実態調査 

令和４(2022)年９月～令

和５（2023）年２月 
 336人 

高齢 

ケアマネジャーアンケ

ート調査 

令和５（2023）年１月 

事業所票 

63件 

職員票 

214件 

事業所票 

63件

（100％） 

職員票 

190件

（88.8％） 

高齢 

高齢者の在宅生活継続

調査 

高齢 

武蔵野市介護職員・看

護職員等 

実態調査 

令和４(2022)年11月～令

和５（2023）年１月 
255件 169件 

（75.1％） 

高齢 

武蔵野市介護施設等に

おける入退所調査 

令和４(2022)年11月～令

和５（2023）年１月 
38件 30件 

（78.9％） 

高齢 

障害者福祉についての

実態調査 

令和４(2022)年11月～12

月 
3,000人 

1,878人 

（62.6％） 

障害 

市民の健康づくりに関

するアンケート調査 
令和４(2022)年11月 2,000人 

854人 

（42.7％） 

健康 

妊娠届出書、乳幼児健

診票集計調査 

令和３(2021)年４月～令

和４（2022）年３月 

妊娠届出書 1,301人 

ゆりかごむさしの面接アンケ

ート 

439人 

こんにちは赤ちゃん訪問アン

ケート 

989人 

産後ケア事業利用者アンケー

ト 

210人 

乳幼児健診票 3,142人 

健康 
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第３項 団体等ヒアリングの実施 

 

図表1-1-6 各団体ヒアリングについて 

対象団体ヒアリング名 概要 

障害者団体ヒアリング 障害者計画・第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画策定

のため、●団体にヒアリングを実施。 

実施期間は令和５(2023)年６月～７月。 

地域福祉団体等ヒアリング 地域福祉計画、高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画を策

定するにあたり、地域の福祉等に係る団体を対象に、ヒアリング

を実施。 

実施内容は、下記のとおり。 

①６月１日(木)午後３時～４時30分 

＠スイングスカイルーム 

②２日(金)午後６時30分～８時＠商工会館ゼロワンホール 

③７日(水)午後２時～３時30分＠総合体育館 

健康づくり推進員等ヒアリング 第５期健康推進計画・食育推進計画・自殺総合対策計画を策定

するにあたり、健康づくり推進員を対象にヒアリングを実施。 

実施期間は令和５(2023)年７月。 

 

 

 

第４項 中間のまとめに対するパブリックコメント及び市民意見交換会 

期間：令和５年12月 日（）～ 日（） 

方法：Ｅメール、ＦＡＸ、郵送、市役所へ持参、インターネットのフォームへの入力 

 

図表1-1-8 市民意見交換会について 

日時 場所 

12月３日（日） 

午後１時～３時 

武蔵野市役所  ８１１会議室、812会議室 

12月３日（日） 

午後３時～５時 

オンライン 

12月11日（月） 

午後２時～４時 

武蔵野商工会館 市民会議室、第１会議室～第４会議室 

12月15日（金） 

午後６時30分～８時30分 

武蔵野スイング スカイルーム 
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第２章 武蔵野市における健康福祉施策の状況 

第１節 人口構成などの変化 

第１項 人口等の推移 

本市の総人口は緩やかに増加しており、平成29年（2017年）10月には146,020人となっており、

平成24年（2012年）に比べて5.4％増加しています。 

高齢者人口は、平成29年（2017年）には31,950人で、平成24年（2012年）からの増加率は

11.4％となっています。高齢化率も年々増加しており、21.9％となりました。障害のある人につ

いても高齢化が進んでおり、今後の高齢者福祉の推進や介護保険制度の運営において、より一層、

大きな課題となってくることが予想されます。 

障害者については、平成25年（2013年）に障害者自立支援法から障害者総合支援法に改正され

た際、難病者がサービス対象に加わりました。精神障害者保健福祉手帳取得者は、平成23年

（2011年）度末から28年（2016年）度末の増加率が156％（1,150人）、難病福祉手当受給者も、

同じ期間の増加率が126％（1,439人）で、サービスの質と量の両面で新たな課題が増えています。 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 

 

第２項 将来人口推計 

本市の将来人口推計によれば、総人口は令和４（2022）年で148,009人、令和８（2026）年に

は15万人を突破し、令和34（2052）年で160,824人と見込まれます。 

また世帯数の推計では、令和27（2045）年に41,235世帯へ増加し、その後減少に転じて令和32

（2050）年には41,180世帯になり、比率は当面低下します。内訳をみると、夫婦のみ世帯、ひと

り親と子世帯は増加しています。なお、高齢者単独世帯及び高齢者が世帯主である夫婦のみ世帯

は、いずれも予測期間の間は継続して増加を続けると見込まれます。 

 

図表 1-2-1 将来人口の将来見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-2-1 家族類型別世帯数の将来見通し 
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第２節 財政状況 

第１項 民生費・衛生費・介護保険事業会計の推移 

平成24年度（2012年度）から平成29年度（2017年度）にかけて、一般会計は13.9％増加してい

ます。老人福祉費はこの伸びを下回り、生活保護費はほぼ横ばいで推移してきましたが、障害者

福祉費・障害者福祉センター費は39.3％と大幅に増加しました。保健衛生総務費・予防費も

11.4％増加しています。また、介護保険事業会計は16.9％増加し、一般会計の６分の１の規模と

なっています。 

この変化は、高齢者人口の増加、障害のある方の増加に伴い、サービス量が総じて増加してい

ることや、介護保険法の改正をはじめとして健康福祉に関するや市民の健康ニーズや高齢者・障

害のある人のニーズに対応して取組みが拡充されていることが要因と思われますが、今後は、厳

しい財政状況のもと、より一層の創意工夫が大切となります。 

 

図表 1-2-3 民生費・衛生費・介護保険事業会計の決算の状況    （単位:百万円） 

年
度 

一
般
会
計 

民生費 衛生費 

介
護
保
険
事
業
会
計 

総
額 

一
般
会
計
比
（％
） 

民生費内訳 総
額 

一
般
会
計
比
（％
） 

う
ち
保
健
衛
生
総
務
費
・

予
防
費 

老
人
福
祉
費 

障
害
者
福
祉
費 

生
活
保
護
費 

そ
の
他
※ 

平成 27 65,592 24,439 37.3% 4,210 4,469 4,063 11,696 9,076 13.8% 2,110 10,438 

平成 28 66,766 27,124 40.6% 4,728 4,724 4,158 13,513 9,496 14.2% 2,225 10,539 

平成 29 63,548 28,381 44.7% 4,611 5,092 4,041 14,638 5,918 9.3% 2,270 10,997 

平成 30            

令和元            

令和２            

令和３            

H24 と
の増減 

13.9% 29.6% － 7.4% 39.3% -3.7% 50.0% 11.9% －  11.4% 16.9% 
 

※その他の費目には、主に児童福祉関連費、国民年金費、国民健康保険事業費が含まれます。 

※平成 29年度は、予算上の金額です。 
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第２項 今後の歳入・歳出の予測 

本市の歳入は、市税収入が全体の約６割を占め、そのうち約４割が個人市民税であり、この安

定した財源が健全な財政運営を可能としています。しかしながら、今後は、高齢化の進展や経済

状況により、大きな伸びは期待できません。また、財政構造の弾力性を示す指標で70％～80％が

適正と言われている経常収支比率についても、今後は、高齢化の進行、子育て支援策の重要の高

まり等により社会保障関係費をはじめとする経常的な経費や公共施設等の更新係る経費が増大し

ていくことなどにより、この水準を維持することが難しくなると予想されています。 

一方、歳出は、特に扶助費において、人口推計やこれまでの決算額の推移に子育て支援施策に

係る経費などを加算し、今後平均すると平成32年度（2020年度）には平成29年度（2017年度）に

比べて約10％増加すると見込まれます。 

このように今後の財政状況は決して楽観できる状況ではありません。サービスの質を高める努

力をしながら、持続的に多様な福祉ニーズにも対応するためには、新たな財源や負担のあり方の

検討を含め、これまで以上に歳入の確保に努めることはもちろん、事務事業の見直しやコストの

削減を強力に推進し、経常的な経費をいかに抑制していくかが重要となります。 

 

図表 1-2-4 財政計画（平成 29年度～平成 32年度）（第五期長期計画より） 

 

  

歳入 （単位：億円）

平成29年度
計画額

平成30年度
計画額

平成31年度
計画額

平成32年度
計画額

市税 392 383 385 386

国庫支出金 82 83 84 90

都支出金 61 61 61 64

繰入金 16 15 15 27

市債 12 10 12 23

その他 74 76 76 76

計 637 628 633 666

※予算額に変更予定

歳出 （単位：億円）

平成29年度
計画額

平成30年度
計画額

平成31年度
計画額

平成32年度
計画額

人件費 92 93 95 96

扶助費 143 150 154 157

公債費 19 19 17 18

物件費 149 150 151 152

補助費等 70 70 71 71

繰出金 62 65 68 71

投資的経費 95 74 70 94

その他 7 7 7 7

計 637 628 633 666
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第３節 前計画期間中の取組み状況 

前計画期間中の平成 30年度(2018年度)から令和５年度(2023年度）までにおいて、以下の施

策に取り組んできました。 

 

第１項 まちぐるみの支え合いを実現するための取組み 

武蔵野市ならではの互助・共助の取組みとして、平成 28（2016）年度からいきいきサロン事

業やシニア支え合いポイント制度を開始し、介護予防や健康寿命の延伸に寄与する活動の場を創

設し、市民を主体とした共助を育む取組みが一層充実した。 

令和４（2022）年度から毎年９月の「認知症を知る月間」を発展させ「健康長寿のまち武蔵野

推進月間」として幅広く認知症及びフレイル予防の普及啓発を行うなど、健康寿命の延伸に寄与

する取組みを着実に進めている。 

健康長寿のための三要素、運動・栄養・社会参加を踏まえ、栄養については、ライフステージ

や個々の状況に応じて異なる課題に対して、地域の団体や企業等と連携した事業実施や情報提

供、専門職が連携して行う栄養ケアなどの食育事業を進めている。 

障害者差別解消法の理念に基づき、心のバリアフリー及び民間事業者に対する合理的配慮の啓

発等に取り組み、関係機関と連携を図りながら、障害者差別の解消に向けた取組みを進めてい

る。 

 

 

第２項 生命と健康を守る地域医療充実への取組みと連携の強化 

市民が安心して暮らし続けるために、地域包括ケアシステム（まちぐるみの支え合い）の理念

を踏まえ、それを医療面から支える仕組みとして、五師会をはじめ各医療関係機関等の協力を得

ながら、医療ネットワークの充実を図り地域医療体制の整備を進めている。 

医療と介護の両方を必要とする高齢者や障害のある人等が住み慣れた地域で安心して暮らし続

けることができるように、引き続き切れ目のない在宅生活を支えるための医療と介護の連携を推

進している。 

令和２（2020）年１月に新たに指定感染症とされた新型コロナウイルス感染症に対応するため、

全庁体制で様々な対応を行ってきた。また、市民の生命・健康を脅かす健康被害の発生を防止し、

被害を拡大させないために、地域における医療関係機関等との緊密な連携を図るとともに市民に

対して正確な情報発信に取り組んできた。 

 

 

第３項 安心して暮らしつづけるための相談・支援体制の充実 

8050問題やひきこもり等多様かつ複合的な課題を抱える人からの相談窓口として、令和３

（2021）年度に福祉総合相談窓口を開設した。分野横断的に関係機関等と連携しながら、全世代

に対応した包括的な相談支援のネットワークを強化し重層的・継続的な支援に取り組んでいる。 

認知症の人が尊厳を持って地域で安心して暮らし続けられるよう適時適切な支援体制を強化す

るとともに、認知症の人を支える家族への支援を行ってきた。 
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また、貧困の連鎖を断ち切るために、生活困窮者の自立を支援する事業を推進し、伴奏型支援

を継続して実施してきた。 

福祉公社においては、コロナ禍により急増した生活困窮者自立支援事業の相談に対応し、安定

した生活を送ることができるように包括的な支援を行った。また、高齢者世帯において、介護者

が新型コロナウイルスに感染した場合等に、感染症対応レスキューヘルパー（感染症対応緊急訪

問介護）を派遣し、身体介護や生活援助のサービスを提供し、コロナ禍におけるセーフティネッ

トとしての中心的な役割を担った。 

市民社会福祉協議会においては、コロナ禍の影響を踏まえ、生活福祉資金貸付制度において、

対象を従来の低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により日常生活の維持が困難になった世帯

に対して、償還免除の特例を設けた特例貸付を実施し、日常生活の継続を支援した。 

障害のある人の地域生活の充実を図るために、就労や余暇活動などを含めた多面的な社会参加

が促進されるように、他分野の施策との連携を図っている。 

判断能力が不十分な人の権利擁護と成年後見制度の利用を促進するため、成年後見制度地域連

携ネットワーク連絡協議会での課題の共有及び連携を推進してきた。 

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、自殺防止に関する各施策の点検及び

評価を行うとともに、自殺の特徴の動向を把握しながら、各施策を展開してきた。 

災害時に一人で避難することが困難な要介護者や障害のある人等配慮が必要な人について、地

域で見守り、支え合える体制づくりを進めている。 

 

 

第４項 人材の確保と育成に向けた取組み 

平成 27（2015）年度からケアリンピック武蔵野を毎年開催し、また、平成 30（2018）年度に

は地域包括ケア人財育成センターを開設し、専門職と地域の担い手も含めた福祉人材の確保と育

成に向けた取組みを推進している。 

平成 28（2016）年度から開始した、いきいきサロン事業やシニア支え合いポイント制度など

の地域福祉活動の導入となる制度を活用することで、市民共助の取組みをさらに推進するととも

に、潜在的な地域福祉活動の担い手を発掘し、介護福祉人材のすそ野の拡大を図った。 

地域包括ケア人材育成センターにおいて、人材育成、研修・相談、就職支援、事業者・団体支

援の４つの事業を柱として福祉サービスを担う人材の確保と育成や質の向上を推進している。令

和２（2020）年度から、介護職などの人材確保のため、市内の介護施設や障害者施設などに就職

する人に対し、介護職・看護職 Reスタート支援金を支給している。 

 

 

第５項 新しい介護・福祉サービスの整備 

平成 30（2018）年度に、市内初障害者支援（入所）施設である「わくらす武蔵野」やグルー

プホームの整備等による障害者の地域生活支援の強化する取組みを実施してきた。 

令和２（2020）年度には、桜堤ケアハウスデイサービスセンターの機能転換を図り、医療的ケ

ア児＊などを対象とした放課後等デイサービスパレットを開設するなど、新たな福祉サービスの

基盤整備等についても着実に進めている。 
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一定期間を経て老朽化した施設の更新を計画的に進めており、開設から 35年が経過した保健

センターにおいて、総合的な保健サービスを持続的に提供するとともに、新型感染症や災害時医

療への対応などの機能強化を図るため、保健センターの増築及び大規模改修を行い、保健衛生機

能の充実と子どもと子育て家庭への支援施設を含む複合施設として整備検討を行っている。ま

た、高齢者総合センターは、開設から約 30年が経過し経年劣化が進んでいることから、大規模

改修工事に向けた準備を行っている。開設から 40年以上が経過している障害者福祉センターに

ついては、武蔵野市障害者福祉センターあり方検討委員会における議論を踏まえて改築を行う方

向性を示した。利用者・利用登録団体・近隣住民・指定管理者・事業実施事業者等の意見を聴取

しながら、令和 10年度竣工を目指して改築事業を推進している。 

（公財）武蔵野市福祉公社と（社福）武蔵野市民社会福祉協議会については、平成 29

（2017）年度に、「福祉公社と市民社会福祉協議会の事業連携推進委員会」を設置し、両団体の

統合による効果を事前に発揮できるよう事業連携を進めている。 
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第３章 第４期健康福祉総合計画の基本的な考え方 

第１節 基本理念 

第１項 基本理念 

第３期健康福祉総合計画では、第五期長期計画の重点施策として掲げられた「地域リハビリテ

ーション」を基本理念として、他分野の計画と連携しながら健康福祉分野の施策を総合的に推進

してきました。 

第４期健康福祉総合計画では、第六期長期計画の中で「誰もが安心して暮らし続けられる魅力

と活力があふれるまち」を 10年後の目指すべき姿として掲げられました。健康福祉分野では、

地域共生社会の実現が大きな流れとなっています。地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と

人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を

ともに創っていく社会を目指すために、「仮）武蔵野市ならではの地域共生社会の推進」を基本

理念におき、他分野の計画と連携しながら健康福祉分野の施策を総合的に推進していきます。 

 

第３期 第４期 

地域リハビリテーション 

 

仮）武蔵野市ならではの 

地域共生社会の推進 

 
 

 

第２項 各個別計画の基本目標等について 

【地域福祉計画】 

項目 現行計画 次期計画 

基本目標 ひとりひとりが つながる 支え合

いのまち 

 

基本施策 １市民の主体的な地域福祉活動の促

進 

２安心・安全な暮らしを支える自

助・共助・公助の連携 

３生活困窮者への支援 

４誰もがいきいきと輝けるステージ

づくりの促進 

５サービスの担い手の確保 

 

 

  

 
 

個別計画で策定中 
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【高齢者福祉計画・介護保険事業計画】 

項目 現行計画 次期計画 

基本理念 武蔵野市ならではの地域共生社会の

推進 

 

基本目標 誰もが住み慣れた地域で生活を継続

できる 

 

重点的取組

み 

１いつまでもいきいきと健康に誰も

が住み慣れた地域で生活を継続で

きる 

２ひとり暮らしでも誰もが住み慣れ

た地域で生活を継続できる 

３認知症になっても誰もが住み慣れ

た地域で生活を継続できる 

４中・重度の要介護状態になっても

誰もが住み慣れた地域で生活を継

続できる 

５自立支援・重度化防止へ向けた医

療と介護の連携 

６高齢者を支える人材の確保・育成 

 

 

【障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画】 

項目 現行計画 次期計画 

基本目標 障害のあるすべての人が住み慣れた

地域社会の中で生涯を通じて安心し

て自分らしい生活を送るために 

 

基本施策 １まちぐるみの支え合いを実現する

ための取組み 

２生命と健康を守る地域医療充実へ

の取組みと連携の強化 

３安心して暮らしつづけるための相

談支援体制の充実 

４人材の確保と育成に向けた取組み 

５新しい福祉サービスの整備 

６子どもたちが希望を持ち健やかに

過ごせるまちづくり 

 

重点的な取

組 

１新型コロナウイルス感染症対策 

２相談支援体制の強化 

３地域生活支援の充実 

４社会参加の充実 

５障害児支援体制の充実 

６障害者差別解消に向けた取組みの

推進 

 

 

  

 
 

個別計画で策定中 

 
 

個別計画で策定中 
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【健康推進計画】 

項目 現行計画 次期計画 

基本目標 誰もが“いきいき”と暮らしつづけ

られる“まち”武蔵野市 

 

基本施策 １予防を重視した健康診査等の推進 

２市民の主体的な健康づくりと生活

習慣改善の支援 

３市民の生命と健康を守る環境づく

りと連携の強化 

４妊娠期から子育て期までの切れ目

ない支援の推進 

 

 

【食育推進計画】 

項目 現行計画 次期計画 

基本目標 食を通じて“いきいき”と暮らす 

“まち”武蔵野市 

 

基本施策 １ライフステージの特性に応じた食

育の推進 

２地域と連携した食育の推進 

３市民が地域の中で継続して食育を

実践するための情報発信と環境づ

くり 

 

 

【自殺総合対策計画】 

項目 現行計画 次期計画 

基本理念 誰も自殺に追い込まれることのない

社会の実現を目指す 

 

基本施策 １地域におけるネットワークの強化 

２自殺対策を支える人材の育成 

３相談支援事業の充実 

４行きやすさをはぐくみ寄り添う支

援 

５市民への周知・啓発 

 

 

 
 

個別計画で策定中 

 
 

個別計画で策定中 

 
 

個別計画で策定中 
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第２節 第４期健康福祉総合計画の重点的取組み 

第１項 ５つの基本施策 

 本計画における基本施策は、第六期長期計画・調整計画の健康・福祉分野の基本施策に連動

し、設定します。 

 

第六期長期計画・調整計画 第４期健康福祉総合計画 

１まちぐるみの支え合いを実

現するための取組み 

１まちぐるみの支え合いを実

現するための取組み 

２生命と健康を守る地域医療

充実への取組みと連携の強

化 

２生命と健康を守る地域医療

充実への取組みと連携の強

化 

３安心して暮らしつづけるた

めの相談支援体制の充実 

３安心して暮らしつづけるた

めの相談・支援体制の充実 

４福祉人材の確保と育成に向

けた取組み 

４人材の確保と育成に向けた

取組み 

５新しい福祉サービスの整備 
５新しい介護・福祉サービス

の整備 

 

  

 
 

作業中 

第３回専門部会で提示 
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第２項 施策体系（案）と重点的取組み 

 各個別計画（第６期地域福祉計画、高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画、障害者計画・

第６期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画、第５期健康推進計画・食育推進計画・自殺総合対

策計画）における「横断する課題」や「共通の課題」への取組みを、本計画の重点的取組みとし

て位置付けます。 

 

基本施策 施策名 横断・共通する施策 

（重点的取組み） 

個別 

計画 

まちぐるみの支

え合いを実現す

るための取組み 

健康長寿のまち武蔵野の推

進 

 

 

 

 

武蔵野ならではの互助・共

助の取組みの推進 

 

 

 

 

地域共生社会の実現に向け

た取組み 

 

 

 

 

生命と健康を守

る地域 

医療充実への取

組みと連携の強

化 

市民の生命と健康を守る病

院機能の維持・充実 

 

 

 

 

在宅療養生活を支える医

療・介護の連携 

 

 

 

 

健康危機管理対策の推進  

 

 

 

安心して暮らし

つづけるための

相談支援体制の

充実 

オールライフステージにわた

る相談支援体制の充実とネ

ットワークの強化 

 

 

 

 

認知症の人とその家族を支

える取組み 

 

 

 

 

生活困窮者への支援  

 

 

 

障害のある全ての人が自分

らしい生活を送るための取

組み 

 

 

 

 

権利擁護と成年後見制度の

利用促進 

 

 

 

 

見守り・孤立防止とこころの

健康づくりの推進 

 

 

 

 

災害時に支え合える体制づ

くりの支援 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

検討中 
 

第３回専門部会で提示 
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福祉人材の確保

と育成に向けた

取組み 

地域を支える福祉活動を担

う人材の拡大 

 

 

 

 

誇りとやりがいを持って働き

続けるための福祉人材の確

保と育成・質の向上 

 

 

 

 

新しい福祉サー

ビスの整備 
地域共生社会に対応したサ

ービスの提供 

 

 

 

 

新たなニーズに対応するた

めの福祉サービス再編の検

討 

 

 

 

 

 

【参考】第六期長期計画・調整計画の施策体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

検討中 
 

第３回専門部会で提示 
 

 
 
 
 

差替予定 


